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高知県国民健康保険運営協議会運営要綱の改正について

１ 改正の背景

（１）県では、県民サービスの向上や行政事務の効率化に向けて、行政手続のオンライン化・ペーパ

ーレス化に取り組んでいることから、高知県国民健康保険運営協議会（以下「協議会」という。）

における、オンライン化・ペーパーレス化を進める。

（２）協議会の会議の招集について、高知県国民健康保険法施行条例（以下「条例」という。）第５条

第１項において、協議会の会議は、会長が招集する、とされているが、会長が不在の際の取り

扱いが定められていないことから、新たに定める。

２ 高知県国民健康保険運営協議会運営要綱の改正について

（１）会議録への署名から確認に改める

ア：現行規定及び運用

○第４条第２項において、会長が指名する２人以上の委員が署名する旨を規定しており、議

事録を持参又は郵送し、署名のうえ返送していただいている。

イ：署名の根拠

○法令及び条例等で義務付けられているものではなく、運営要綱で独自に定めて、運用を行

っている。

ウ：改正内容

○上記１（１）の趣旨を踏まえ、署名を廃止し、会長の指名した出席委員２人が会議録を確

認するよう運営要綱を改正する。

エ：確認方法

○原則、メールによる確認とする。

・事務局（県国民健康保険課）から指名委員に会議録をメール送信。

・会議録を確認した指名委員が確認した旨を事務局にメールで返信。

・指名委員による返信を確認後、事務局が確認者と確認日を会議録末尾に記載。

※：メールを使用できない場合は、郵送や FAX、電話などにより確認を行う。

※：会議録は県ホームページに掲載されるので、改ざん等が無いか、ホームページで適宜

確認していただく。

（２）会長が不在の際の協議会の会議の招集について、知事が招集することと定める

ア：現行規定及び運用

○条例第５条第１項において、協議会の会議は、会長が招集するとされていることから、会

長名で招集している。

イ：改正内容

○会長が不在の際の招集を円滑に実施するため、条例第６条（この条例に定めるもののほか、

協議会の運営に必要な事項は、会長が協議会に諮って定める）に基づき、会長が不在の際

の招集を知事が行うよう運営要綱を改正する。

ウ：運用方法

○会長が不在の際は、知事名で会議を招集する。
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高知県国民健康保険運営協議会運営要綱 新旧対照表

改正案 現行

（会議の招集）

第２条 会長に事故があるときは、知事が協議会の会議を招集する。

第３条・第４条

（会議録）

第５条 略

２ 前項の会議録は、会長が指名する２人以上の委員が確認する。

第６条・第７条

附 則

この要綱は、令和５年 12月６日から施行する。

（新設）

第２条・第３条

（会議録）

第４条 会長は、協議会の議事について、会議録を作成する

２ 前項の会議録には、会長が指名する２人以上の委員が署名する。

第５条・第６条

（新設）
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